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船舶事故調査報告書 

 

                             令和４年１１月３０日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

委   員  佐 藤 雄 二（部会長） 

                         委   員  田 村 兼 吉 

                         委   員  岡 本 満喜子 

 

事故種類 衝突 

発生日時 令和４年５月１８日 ０９時００分ごろ 

発生場所 北海道厚
あっ

岸
けし

町厚岸漁港（北海道厚岸町厚岸湖） 

厚岸三等三角点から真方位０９３°１,２６０ｍ付近 

 （概位 北緯４３°０２.４′ 東経１４４°５２.１′） 

事故の概要 漁船佳
よし

丸及び漁船辨
べん

天
てん

丸は、共に東進中、両船が衝突した。 

佳丸は、乗組員４人が負傷し、船尾部に亀裂等を生じ、また、辨天

丸は、船首部に擦過傷等を生じた。 

事故調査の経過  令和４年５月１９日、本事故の調査を担当する主管調査官（函館事

務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ 漁船 佳丸、２.０トン 

ＨＫ３－７９０２８（漁船登録番号）、個人所有 

６.４２ｍ（Lr）×２.０６ｍ×０.６９ｍ、ＦＲＰ 

ガソリン機関（船外機）、３０kＷ（動力漁船登録票による）、

昭和５３年２月２３日 

Ｂ 漁船 辨天丸、１.９トン 

ＨＫ３－１２１２９８（漁船登録番号）、個人所有 

８.４６ｍ（Lr）×２.４９ｍ×０.８６ｍ、ＦＲＰ 

ガソリン機関（船外機）２基、２０３kＷ（合計）（動力漁船登

録票による）、平成２６年１２月 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ ８４歳 

二級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

    免許登録日 昭和５０年１１月２８日 

免許証交付日 平成３０年４月１７日 

          （令和５年１０月２０日まで有効） 

Ｂ 船長Ｂ ４８歳 

二級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

    免許登録日 平成３年５月１０日 

免許証交付日 平成３０年４月１７日 

          （令和５年４月１６日まで有効） 
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 死傷者等 Ａ 重傷 １人（甲板員Ａ２）、軽傷 ３人（船長、甲板員Ａ３及び甲

板員Ａ４） 

Ｂ なし 

 損傷 Ａ 船尾部に亀裂、船外機が破損 

Ｂ 船首部に擦過傷、船外機（２基）が破損 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 南、風力 ３、視界 良好 

海象：海上 平穏、潮汐 下げ潮の末期 

 事故の経過 Ａ船は、船長Ａ及び甲板員４人（以下それぞれ「甲板員Ａ１」、「甲

板員Ａ２」、「甲板員Ａ３」、「甲板員Ａ４」という。）が乗り組み、あさり
．．．

漁の目的で、Ａ船の漁場であるゴメ島に向けて、令和４年５月１８日

０８時５０分ごろ‘厚岸漁港内の船揚場’（以下「Ａ船の船揚場」と

いう。）を出発した。 

 船長Ａは右舷船尾付近で座った姿勢で船外機の操作を行い、甲板員

Ａ２及び甲板員Ａ３が船首部で、甲板員Ａ１及び甲板員Ａ４が中央部船

尾寄りで、それぞれ待機していた。（図１参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

      図１ Ａ船の乗組員の配置概略図 

 

Ａ船は、船長Ａが、‘北側に米島等、南側に仙台島等が存在する東

西方向に延びる水路’（以下「本件水路」という。）に入る際、前後左

右の確認を行ったところ、周囲に他船が見当たらなかったので、特に

問題はないと思い、前方のみを見て、本件水路内を約８ノット（kn）

の速力（対地速力、以下同じ。）で東進していたところ、０９時００

分ごろＡ船の右舷船尾部とＢ船の船首部とが衝突した。（図２参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

甲板員Ａ１ 

甲板員Ａ２ 

甲板員Ａ３ 

甲板員Ａ４ 

船長Ａ 

船外機 
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図２ 船長ＢがＡ船を初認した時から衝突時までの両船の航跡（イメ

ージ） 

 

船長Ａは、衝撃で転倒して何が起こったか分からなかった。 

Ａ船は、船体の上にＢ船が乗り上がって、水船状態となり、Ａ船の

乗組員全員がＢ船に移乗した。 

船長Ａ、甲板員Ａ２、甲板員Ａ３及び甲板員Ａ４は、来援した僚船に

更に移乗した後、厚岸漁港内の漁業協同組合（以下「漁協」とい

う。）付近に運ばれた。 

Ａ船は、自力航行ができず、別の僚船によって厚岸漁港内の漁協付

近にえい
．．

航された。 

甲板員Ａ２は、北海道釧路市内の病院に搬送され、左肩甲骨骨折等

と診断されて入院した。 

船長Ａは、厚岸町内の病院に搬送され、背部打撲傷等と診断され

た。 

甲板員Ａ３は、厚岸町内の病院に搬送された後、釧路市内の病院で

第１２胸椎椎体骨折と診断された。 

甲板員Ａ４は、厚岸町内の病院に搬送された後、釧路市内の病院で

外傷性頚部症候群と診断された。 

Ｂ船は、船長Ｂが１人で乗り組み、あさり
．．．

漁の目的で、Ｂ船の漁場

であるツブ島に向けて、０８時５０分ごろ‘厚岸漁港内の係留地’

（以下「Ｂ船の係留地」という。）を出発した。 

船長Ｂは、船尾の操舵スタンド付近で立った姿勢で操船を行い、本

件水路内を約１０kn の対地速力で、右側を航行して東進していたとこ

ろ、０８時５８分ごろ左舷船首方２０～３０ｍ付近にＡ船を目視で初

認したが、Ａ船が本件水路内の左側を航行していると感じたので、そ

のうちＡ船が近くの漁場に向けて左転して本件水路を出て行くと思っ

た。（図２、図３参照） 

 

 

 

Ａ船 
Ｂ船 

本件水路 

弁天島 米島 

モンジャ島 仙台島 
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      図３ Ｂ船の乗組員の配置概略図 

 

船長Ｂは、本件水路の位置を示す右舷前方のボンデンに注意を向け

ながら、東進を続けていたものの、その間に見当たらなくなったＡ船

が、本件水路を出て行っておらず、Ｂ船の船首が浮上した際に生じて

いた船首方の死角に入っているのではないかと思い、減速したとこ

ろ、０９時００分ごろ突然衝撃を感じた。 

Ｂ船は、Ａ船の船体の上に乗り上げた。 

船長Ｂは、Ａ船の乗組員全員をＢ船に避難させた後、船長Ａ、甲板

員Ａ２、甲板員Ａ３及び甲板員Ａ４を来援した僚船に移乗させ、同船の

乗組員に漁協への本事故発生の連絡を依頼した。 

Ｂ船は、自力航行ができず、もう１隻の僚船によって厚岸漁港内の

漁協付近にえい
．．

航された。 

（付図１ 事故発生場所概略図、写真１ Ａ船、写真２ Ａ船の損傷

状況、写真３ Ｂ船、写真４ Ｂ船における操舵スタンド付近から

の船首方の見通し状況 参照）  

 その他の事項 Ａ船は、ふだんから、Ａ船の船揚場を出発して、家ノ島と陸岸の間

を北進後、右転し、本件水路を通ってゴメ島に向かっていた。 

Ａ船の乗組員全員は、本事故当時、救命胴衣（空気密封式）を着用

していた。 

船長Ｂが立っていた位置は、舳
へ

先から約７９５cmであった。 

Ｂ船は、ふだんから、Ｂ船の係留地を出発して、家ノ島と陸岸の間

を北進後、右転し、本件水路を通ってツブ島に向かっていた。 

船長Ｂは、本事故当時、救命胴衣（固型式）を着用していた。 

船長Ｂは、Ｂ船が、約１０kn で航行すると、船首が浮上して船首方

に約３０度の死角が生じていた認識はあったものの、これまで特に危

険を感じたことはなかった。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

Ａ あり、Ｂ あり 

Ａ なし、Ｂ あり 

Ａ なし、Ｂ なし 

Ａ船は、厚岸漁港の本件水路内を東進中、船長Ａが、本件水路に入

船長Ｂ 

右舷側の船外機 

操舵スタンド 

左舷側の船外機 
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る際、前後左右の確認を行ったところ、周囲に他船が見当たらず、特

に問題はないと思い、前方のみを見て航行を続けたことから、船尾方

から接近するＢ船に気付かないまま、Ｂ船と衝突したものと考えられ

る。 

Ｂ船は、厚岸漁港の本件水路内を東進中、船長Ｂが、Ａ船を初認し

た際、Ａ船が本件水路内の左側を航行していると感じ、そのうちＡ船

が近くの漁場に向けて左転して本件水路を出て行くと思い込み、右舷

前方のボンデンに注意を向けて航行を続けたことから、船首方のＡ船

に気付かないまま、Ａ船と衝突したものと考えられる。 

Ｂ船が、船長ＢがＡ船に気付かないまま、Ａ船と衝突したのは、Ａ

船が、Ｂ船の船首が浮上した際に生じていた船首方の死角に入ってい

たことが関与した可能性があると考えられる。 

原因 本事故は、厚岸漁港の本件水路内において、Ａ船及びＢ船が東進

中、船長Ａが、本件水路に入る際、前後左右の確認を行ったところ、

周囲に他船が見当たらず、特に問題はないと思い、前方のみを見て航

行を続け、また、船長Ｂが、Ａ船を初認した際、Ａ船が本件水路内の

左側を航行していると感じ、そのうちＡ船が近くの漁場に向けて左転

して本件水路を出て行くと思い込み、右舷前方のボンデンに注意を向

けて航行を続けたため、両船が衝突したものと考えられる。 

再発防止策 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・船長は、一度前後左右の確認をして、周囲に他船が見当たらな 

かった場合でも、特に問題はないと思わず、継続的に周囲の見張

りを行うこと。 

 ・船長は、他船を認めた際、その目的地や動きを決めつけず、継続

した動静監視を行うこと。 

・船長は、船首が浮上した際に船首方に死角が生じていた場合、立

ち位置を変えるなどしてこまめに船首方をよく確認し、視界を確

保すること。 
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付図１ 事故発生場所概略図 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事故発生場所 

（令和４年５月１８日 

０９時００分ごろ発生） 

ツブ島 
ゴメ島 

Ｂ船の係留地 

Ａ船の船揚場 

 

モンジャ島 

家ノ島 

Ｍ 
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- 

（海上保安庁ホームページの海洋状況表示システム（海しる）を加工して使用） 

米島 

仙台島 

厚岸三等三角点 

400ｍ 

厚岸町 

北海道 

厚岸湖 

厚岸湖 

北海道 
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写真１ Ａ船 写真２ Ａ船の損傷状況 

写真３ Ｂ船 写真４ Ｂ船における操舵スタンド付

近からの船首方の見通し状況 

左舷側の船外機（新替えされたもの） 

船外機 船外機 

右舷側の船外機 

操舵スタンド 


